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規 則

�愛媛県規則第２７号
愛媛県宅地造成等規制法施行細則及び愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特

例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県宅地造成等規制法施行細則及び愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式

の特例に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県宅地造成等規制法施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県宅地造成等規制法施行細則（昭和４４年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛媛県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法

律第１９１号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（許可書 の様式）

第２条 法第７条第２項に規定する知事の許可証は、許可書（様式

第１号）とする。

（許可申請書の添付書類）

第３条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省

令第３号。以下「省令」という。）第７条第１項第５号に規定す

る書類は、設計者の資格に関する申告書（様式第２号）とする。

２ 省令第７条第１項第１０号及び同条第２項第８号に規定する書類

は、土地所有者等関係権利者の同意書（様式第３号）とする。

愛媛県宅地造成等規制法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、宅地造成等規制法 （昭和３６年法

律第１９１号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（証明書等の様式）

第２条 法第６条第１項（法第１８条第２項において準用する場合を

含む。）及び第２項に規定する証明書は、身分証明書（様式第１

号）とする。

２ 法第６条第２項に規定する知事の許可証は、許可書（様式

第２号）とする。

（許可の承継届）

第３条 法第８条第１項本文の許可を受けた造成主の地位を承継し

た者は、速やかに承継届（様式第３号）を知事に提出しなければ

ならない。
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３ 省令第７条第１項第１２号、同条第２項第１０号、第６３条第１項第

２号及び同条第２項第２号に規定する規則で定める書類は、次に

掲げるものとする。

� 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書（３箇月以内に発

行されたものに限る。）

� 申請に係る土地の法務局公図の写し（３箇月以内に発行され

たものに限る。）

� 申請に係る土地の現況図及び丈量図

� 資力及び信用に関する申告書（様式第４号）

� 工事主が法人の場合にあつては最新の法人税の納税証明書、

個人の場合にあつては最新の所得税の納税証明書

� 工事主の預金残高証明書

� 工事主の資金借入又は融資証明書

� 工事施行者の能力に関する申告書（様式第５号）

	 工事施行者が法人の場合にあつては登記事項証明書、個人の

場合にあつては住民票の写し又は個人番号カードの写し


 法第１２条第２項第４号又は第３０条第２項第４号に規定する同

意をした者全ての印鑑登録証明書又は印鑑証明書

� 宅地造成及び特定盛土等規制法に違反していない旨等の誓約

書（様式第６号）

� 暴力団等に該当しない旨の誓約書（様式第７号）

 その他知事が必要と認める書類

（工事の着手届）

第４条 工事主は、法第１２条第１項本文又は第３０条第１項本文の許

可に係る工事（以下「工事」という。）に着手したときは、速や

かに工事着手届（様式第８号） に当該工事の工程計画書

を添えて知事に提出しなければならない。

（工事中止・廃止・再開届）

第５条 法第１２条第１項本文又は第３０条第１項本文の許可を受けた

工事主は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を

再開したときは、工事中止・廃止・再開届（様式第９号）により

速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

（協議）

第６条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条

第１項又は第３４条第１項の規定により知事と協議しようとする国

又は県（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項

の中核市（以下「中核市」という。）を含む。以下同じ。）は、

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（様式第１０号）に

省令第７条第１項第１号に規定する図面その他知事が必要と認め

る書類

を添えて知事に提出しなけ

ればならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項又は第３４条

第１項の規定により知事と協議しようとする国又は県は、土石の

堆積に関する工事の協議書（様式第１１号）に省令第７条第２項第

１号に規定する図面その他知事が必要と認める書類を添えて知事

に提出しなければならない。

３ 知事は、前２項の規定による協議書の提出があつたときは、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、

協議成立通知書（様式第１２号）により通知するものとする。

４ 前２条、第７条、第９条、第１０条、第１２条 及 び 第１３条 の 規 定

は、協議が成立した工事について準用する。

（工事の軽微な変更の届出）

（工事の着手届）

第４条 造成主は、法第８条第１項本文 の許

可に係る工事（以下「工事」という。）に着手したときは、速や

かに宅地造成工事着手届（様式第４号）に当該工事の工程計画書

を添えて知事に提出しなければならない。

（工事中止・廃止・再開届）

第５条 法第８条第１項本文 の許可を受けた

造成主は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を

再開したときは、工事中止・廃止・再開届（様式第５号）により

速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

（協議）

第６条 法第１１条

の規定により知事と協議しようとする国

又は県（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項

の中核市（以下「中核市」という。）を含む 。）は、

宅地造成に関する工事の協議書（様式第６号）に宅地造成等規制

法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）

第４条第１項に規定する図面、同条第２項に規定する構造計算書

及び同条第３項に規定する安定計算書を添えて知事に提出しなけ

ればならない。

２ 知事は、前項 の規定による協議書の提出があつたときは、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、宅地造成に関する工事の

協議成立通知書（様式第７号）により通知するものとする。

３ 前２条、次条から第９条まで及び第１１条から第１４条までの規定

は、協議が成立した工事について準用する。

（工事計画変更許可申請書等の様式）
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第７条 法第１６条第２項又は法第３５条第２項の規定による届出は、

工事計画軽微変更届（様式第１３号）によらなければならない。

（変更の協議）

第８条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１６条

第３項において準用する法第１５条第１項又は法第３５条第３項にお

いて準用する法第３４条第１項の規定により知事と協議しようとす

る国又は県は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議

書（様式第１４号）に、省令第７条第１項第１号に規定する図面そ

の他知事が必要と認める書類のうち、宅地造成又は特定盛土等に

関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添え

て、知事に提出しなければならない。

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１６条第３項において準

用する法第１５条第１項又は法第３５条第３項において準用する法第

３４条第１項の規定により知事と協議しようとする国又は県は、土

石の堆積に関する工事の変更協議書（様式第１５号）に、省令第７

条第２項第１号に規定する図面その他知事が必要と認める書類の

うち、土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変

更されるものを添えて、知事に提出しなければならない。

（工事の定期の報告）

第９条 省令第４８条又は第７８条に規定する報告書は、工事の定期報

告書（様式第１６号）とする。

（工事の届出書の添付書類）

第１０条 省令第５５条、第５６条、第８５条又は第８６条に規定する届出書

には、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる図面を添えなけ

ればならない。

� 省令第５５条又は第８５条の規定による届出

ア 位置図

イ 省略

ウ 除却する擁壁又は排水施設の位置及び名称を示す断面図

� 省令第５６条又は第８６条の規定による届出

ア 位置図

イ 省略

第７条 省令第２５条に規定する申請書は、工事計画変更許可申請書

（様式第８号）とする。

２ 法第１２条第２項 の規定による届出は、

工事計画軽微変更届（様式第９号）によらなければならない。

（工事の届出書の添付書類）

第８条 省令第２９条 に規定する届出書

には、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる図面を添えなけ

ればならない。

� 法第１５条第１項の規定による届出

ア 付近見取図

イ 工事計画平面図

ウ 工事計画断面図

� 法第１５条第２項 の規定による届出

ア 付近見取図

イ 省略

� 法第１５条第３項 の規定による届出

ア 付近見取図

イ 省略

（標識の掲示）

第９条 造成主は、工事の着手の日から完了の日までの間当該工事

現場内の見やすい場所に宅地造成工事許可標識（様式第１０号）を

掲示しておかなければならない。

（工事の施行状況の報告）

第１０条 造成主は、工事が次の各号に掲げる工程に至つたときは、

それぞれ当該各号に定める事項にかかる状況を明らかにした資料

に写真を添えて知事に報告しなければならない。

� 床掘りが完了したとき。寸法、形状及び位置

� 基礎工事がおよそ２分の１に達したとき。寸法及び位置

� 配筋が完了したとき。寸法及び位置
く

� 躯体工事がおよそ２分の１に達したとき。断面及び背面の寸

法、形状及び位置

� 切土又は盛土をする土地の旧地盤面のすべり防止工が完了し

たとき。形状及び位置
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（届出工事の変更届）

第１１条 法第２１条第１項若しくは第３項又は法第４０条第１項若しく

は第３項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項

を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書（様式第１７

号）を知事に提出しなければならない。ただし、省令第３８条に定

める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

（工事の一部完了検査）

第１２条 宅地造成等に関する工事の一部完了検査を受けようとする

工事主は、省令第４０条又は第７０条に規定する完了検査申請書

に当該完了した工事の部分を明らかにした図面を添えなければな

らない。

２ 省略

（技術的基準の特例）

第１３条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６

号。以下「政令」という。）第１６条第３号の規定により設置する

排水施設の断面を決定する場合における計画流水量の算定は、１

時間当たりの降雨量について、次に掲げる数値を用いるもの

とする。

� 東予地区 ６４ミリメートル

� 中予地区 ６２ミリメートル

� 南予地区 ７６ミリメートル

（届出工事への準用）

第１４条 第５条の規定は、法第２１条第１項若しくは第３項、第２７条

第１項又は第４０条第１項若しくは第３項の規定による届出をした

者について準用する。

（届出工事の工事計画軽微変更届）

第１５条 前条に規定する者は、省令第３８条又は第６８条に規定する軽

微な事項を変更したときは、遅滞なく工事計画軽微変更届を知事

に提出しなければならない。

（法 の規定に適合しているこ

とを証する書面の交付申請）

第１６条 省令第８８条に規定する書面の交付の請求をしようとする者

は、法第１２条第１項本文（第１６条第１項）又は法第３０条第１項本

文（第３５条第１項）の規定に適合していることを証する書面交付

申請書（様式第１８号）を知事に提出しなければならない。

（書類の経由等）

（工事の一部完了検査）

第１１条 工事の一部完了検査を受けようとする

造成主は、省令第２７条 に規定する工事完了検査申請書

に当該完了した工事の部分を明らかにした図面を添えなければな

らない。

２ 省略

（技術的基準の特例）

第１２条 宅地造成等規制法施行令 （昭和３７年政令第１６

号。以下「政令」という。）第１５条第１項に規定する災害の防止
がけ がけ

上支障がないと認められる土地は、崖の下端からその崖の高さの

２倍に相当する幅の範囲の土地がおおむね水平であり、かつ、河

川、池、沼等の水面又は人の居住、集合、通行等を目的としない
がけ

用途に供され、又は供される予定の土地である場合のその崖の部

分とする。

２ 前項の土地においては、政令第６条の規定による擁壁の設置に

代えて、次の各号のいずれかに掲げる工法とすることができる。
けん

� 間知石から積みその他のから積み

� 筋工

� 積苗工

� その他知事が認めた工法

３ 政令第１３条第３号の規定により設置する排水施設の断面を決定

する場合における計画流水量の算定は、次の各号に掲げる数値を

用いるものとする。

� １時間の降雨量 ６０ミリメートル

� 流出係数 ０．７

（工事の完了届）

第１３条 法第１５条第１項の規定による届出をした者は、当該工事が

完了したときは、速やかに工事完了届（様式第１１号）を知事に提

出しなければならない。

（届出工事への準用）

第１４条 第５条の規定は、法第１５条第１項又は第２項

の規定による届出をした

者について準用する。

（届出工事の工事計画軽微変更届）

第１５条 前条に規定する者は、省令第２６条に掲げる

事項を変更したときは、遅滞なく工事計画軽微変更届を知事

に提出しなければならない。

（法第８条第１項本文又は第１２条第１項の規定に適合しているこ

とを証する書面の交付申請）

第１６条 省令第３０条に規定する書面の交付の請求をしようとする者

は、法第８条第１項本文（第１２条第１項）

の規定に適合していることを証する書面交付

申請書（様式第１２号）を知事に提出しなければならない。

（書類の経由等）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１３

第１７条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する

書類は、正本１部及び副本１部とし、 工事の施

行地の管轄地方局長を経由して知事に提出しなければならない。

ただし、知事が必要と認めるときは、書類の部数を増加し、又は

減ずることがある。

２ 省略

様式第２号（第２条関係）

省略

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第

６条第１項の規定により、次の行為を許可する。

省略

様式第４号（第４条関係）

工 事 着 手 届

省略

住所（法人にあつては、

工事主
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（昭和４４年愛媛県

規則第１９号）第４条の規定により届け出します。

省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 標識の掲示状況を明らかにする写真及び工事の工程計画

書を添付すること。

様式第５号（第５条関係）

省略

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

工事 を中止・廃止・再開したので、宅地造成及び

特定盛土等規制法施行細則（昭和４４年愛媛県規則第１９号）第

５条の規定により届け出ます。

省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

様式第６号（第６条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書

省略

協議申出者職氏名

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第

１５条第１項（第３４条第１項）の規定により宅地造成又は特定

盛土等に関する工事の協議をします。

１ 工事主の住所及び 氏名
省略

省略

２ 設計者の住所及び 氏名
省略

省略

第１７条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する

書類は、正本１部及び副本３部とし、宅地造成に関する工事の施

行地の管轄地方局長を経由して知事に提出しなければならない。

ただし、知事が必要と認めるときは、書類の部数を増加し、又は

減ずることがある。

２ 省略

様式第２号

省略

宅地造成等規制法第５条第１項

の規定により、次の行為を許可する。

省略

様式第４号（第４条関係）

宅 地 造 成 工 事 着 手 届

省略

造成主 住 所

氏 名

宅地造成等規制法施行細則 （昭和４４年愛媛県

規則第１９号）第４条の規定により届け出します。

省略

注）住所氏名は、法人にあつては、主たる事務所の所在地、名

称及び代表者の職氏名を記入してください。

様式第５号（第５条関係）

省略

住 所

氏 名

宅地造成工事を中止・廃止・再開したので、宅地造成等規

制法施行細則 （昭和４４年愛媛県規則第１９号）第

５条の規定により届け出ます。

省略

注）１ 不要の文字は、抹消してください。

２ 住所氏名は、法人にあつては、主たる事務所の所在

地、名称及び代表者の職氏名を記入してください。

様式第６号（第６条関係）

宅地造成 に関する工事の協議書

省略

申請者 職氏名

宅地造成等規制法第１１条

の規定により宅地造成

に関する工事の協議をします。

１ 造成主の住所および氏名
省略

省略

２ 設計者の住所および氏名
省略

省略



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１４

３ 工事施行者の住所及び 氏名
省略

省略

４ 土地の所在地

（代表地点の緯度及び経度）

（緯度： 度 分

秒、経度： 度

分 秒）

５ 土地の面積 省略

６ 工事着手前の土地の利用状況

７ 工事完了後の土地利用

８ 盛土の種類
平地盛土・腹付け盛土・

谷埋め盛土

９ 土地の地形 渓流等への該当 有・無

１０

工

事

の

概

要

� 盛土又は切土の高さ メートル

� 省略

� 省略

� 省略

� 崖面崩壊防止施設

番号 構造 高さ 延長

メー

トル

� 省略

� 崖面 の保護の方法

� 崖面以外の地表面の保護の方

法

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

１１ 省略

省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ ※印のある欄は記入しないこと。

４ ３の欄は、未定のときは、後で定まつてから工事着手前

に届け出ること。

５ ４の欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従つ

て測量し、小数点以下第１位まで記入すること。

６ ８の欄は、該当する盛土の種類に〇印を付すこと（複数

選択可）。

７ ９の欄は、渓流等（宅地造成及び特定盛土等施行令（昭

和３７年政令第１６号）第７条第２項第２号に規定する土地を

いう。）への該当の有無のいずれかに〇印を付すこと。

８ １１の欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行

することについて他の法令による許可、認可等を要する場

３ 工事施行者の住所および氏名
省略

省略

４ 宅地の所在地

５ 宅地の面積 省略

６

工

事

の

概

要

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� がけ面の保護の方法

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

７ 省略

省略

注） ※の欄は、記入しないこと。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１５

合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入す

ること。

様式第９号（第７条関係）

省略

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第

１６条第２項（第３５条第２項）の規定により宅地造成等に関す

る工事の変更について次のとおり届け出ます。

省略

工事の許可

番号

省略

省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

様式第１２号（第１６条関係）

法 の規定に

適合していることを証する書面交付申請書

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和４４年愛媛県

規則第１９号）第８８条の規定により、宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項本文（第１６条第

１項）又は第３０条第１項本文（第３５条第１項）の規定に適合

している旨の証明を申請します。

省略

工事の許可年月日

及 び 番 号

省略

省略

建 築 計 画 の 概 要

宅地造成、特定

盛土等又は土砂

の堆積

省略

省略

省略

※

証

明

欄

省略

上記の事項は、宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

第１項本文（第１６条第１項）又は第３０条第１項本文（第

３５条第１項）の規定に適合していることを証明します。

省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ ※印のある欄は、記入しないこと。

様式第９号（第７条関係）

省略

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

宅地造成

に関する

工事の許

可番号

省略

省略

様式第１２号（第１６条関係）

法第８条第１項本文（第１２条第１項）の規定に

適合していることを証する書面交付申請書

省略

住所（法人にあつては、

申請者
主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、

名称及び代表者の氏名）

省略

宅地造成に関する

工事の許可年月日

及 び 番 号

省略

省略

建 築 計 画 の 概 要

宅地造成 省略

省略

省略

※

証

明

欄

省略

上記の事項は、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号）第８条第１項本文（第１２条第１項）

の規定に適合していることを証明します。

省略

注） １ 不要の文字は、抹消してください。

２ ※印のある欄は、記入しないでください。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１６

第２条 愛媛県宅地造成等規制法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１号を削り、様式第２号を様式第１号とし、同様式の次に次の１様式を加える。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１７

様式第２号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１８



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３１９

様式第３号を次のように改める。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２０

様式第３号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２１

様式第１２号を様式第１８号とする。

様式第１０号及び様式第１１号を削る。

様式第９号を様式第１３号とし、同様式の次に次の４様式を加える。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２２

様式第１４号（第８条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２３



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２４

様式第１５号（第８条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２５



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２６

様式第１６号（第９条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２７

様式第１７号（第１１条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２８

様式第８号を削る。

様式第７号を次のように改め、同様式を様式第１２号とする。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３２９

様式第１２号（第６条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３０

様式第６号を様式第１０号とし、同様式の次に次の１様式を加える。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３１

様式第１１号（第６条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３２



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３３

様式第５号を様式第９号とする。

様式第４号を様式第８号とする。

様式第３号の次に次の４様式を加える。



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３４

様式第４号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３５

様式第５号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３６



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３７

様式第６号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３８

様式第７号（第３条関係）



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３３９

告 示

�愛媛県告示第３１３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和７年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３１４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和７年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市東宇山甲６５２の２、甲７８０の１、甲７８５、甲７８９の１、甲９２

０、乙２５２、乙３９０

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

東宇山甲６５２の２・甲７８０の１・甲７８５・甲７８９の１・甲９２０・

乙３９０（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

（愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則（令和４年愛媛

県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、令和７年５月２３日から施行する。

２ 第３条及び愛媛県環境影響評価条例施行規則等の一部を改正する規則（令和７年愛媛県規則第７号）第３条の規定が同一の日に施行さ

れるときは、これらの規定により改正される愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様

式の特例に関する規則（令和４年愛媛県規則第１５号）の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで第３条の規定によって改正さ

れるものとする。

改 正 後 改 正 前

次に掲げる法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が

携帯するその身分を示す証明書は、他の規則の規定にかかわらず、

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書（別記様式）に

よることができる。

�～� 省略

� 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第

５条第１項、第６条第１項、第２４条第１項及び第４３条第１項

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

次に掲げる法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が

携帯するその身分を示す証明書は、他の規則の規定にかかわらず、

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書（別記様式）に

よることができる。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

社会医療法人社
団更生会 村上
記念病院

西条市大町７３９番地 社会医療法人社
団更生会

令和１０年
４月１２日
まで



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３４０

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３１５号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

令和７年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

松山市食場町乙１０

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

食場町乙１０（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市�保田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し
た旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市三町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市土居田町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 � 昭 松山市�保田町３６９

〃 秀 野 孝 治 松山市�保田町１１４－３

〃 沼 野 員 典 松山市�保田町１９６－１

〃 嶋 屋 忠 則 松山市�保田町３６７

〃 秀 野 慎 二 松山市�保田町１１５－３

〃 池 内 伸 明 松山市�保田町３２１－３

監 事 池 内 考 重 松山市�保田町３５３

〃 岡 敬 三 松山市�保田町１０８－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 健 一 松山市三町１丁目３－１０

〃 池 田 昌 裕 松山市三町３丁目５－２３

〃 石 丸 京 子 松山市三町２丁目６－１４

〃 石 丸 城 司 松山市三町３丁目１６－２４

〃 三 好 宣 之 松山市三町３丁目１３－２８

〃 石 丸 皇 士 松山市三町３丁目１６－３２

〃 日 野 義 章 松山市三町２丁目４－１０

監 事 高 石 年 雄 松山市三町２丁目１５－１２

〃 富 野 啓 二 松山市三町２丁目２－２４

〃 日 野 昭 松山市三町２丁目２－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秀 野 � 昭 松山市�保田町３６９

〃 秀 野 孝 治 松山市�保田町１１４－３

〃 沼 野 員 典 松山市�保田町１９６－１

〃 嶋 屋 忠 則 松山市�保田町３６７

〃 秀 野 慎 二 松山市�保田町１１５－３

〃 池 内 伸 明 松山市�保田町３２１－３

監 事 池 内 考 重 松山市�保田町３５３

〃 岡 敬 三 松山市�保田町１０８－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 健 一 松山市三町１丁目３－１０

〃 池 田 昌 裕 松山市三町３丁目５－２３

〃 石 丸 城 司 松山市三町３丁目１６－２４

〃 石 丸 京 子 松山市三町２丁目６－１４

〃 日 野 哲 雄 松山市三町２丁目４－１０

〃 高 石 年 雄 松山市三町２丁目１５－１１

〃 三 好 博 臣 松山市三町３丁目１３－２８

監 事 小 椋 房 雄 松山市三町３丁目６－１０

〃 日 野 昭 松山市三町２丁目２－４



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３４１

退 任

�������
�愛媛県告示第３１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市富�土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した
旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市平井町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

�������
�愛媛県告示第３２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 市 幸 惠 松山市土居田町２５７－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 宮 忠 数 松山市土居田町２９１－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 正 松山市富�町３０２－１

〃 川 口 博 幸 松山市富�町３１７

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９

〃 友 澤 靖 定 松山市富�町２１３

〃 玉乃井 幸 子 松山市富�町１６４－１

監 事 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３

〃 戒 能 謙次郎 松山市富�町４５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 正 松山市富�町３０２－１

〃 川 口 博 幸 松山市富�町３１７

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９

〃 友 澤 靖 定 松山市富�町２１３

監 事 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３

〃 戒 能 謙次郎 松山市富�町４５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 � 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 仙 波 信 雄 松山市平井町２９８１番地

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 三 上 正 人 松山市平井町１５４２番地

〃 仙 波 � 三 松山市平井町１２２番地

〃 仙 波 正 幸 松山市平井町１０３３番地

〃 � 市 祐 一 松山市平井町１０４８番地

〃 重 信 慎一郎 松山市平井町２５０番地

〃 河 本 和 憲 松山市平井町甲６６８番地１

〃 河 本 賢 司 松山市平井町５６３番地

〃 � 市 浩 之 松山市平井町１９８７番地１

〃 渡 部 博 教 松山市平井町２１２０番地

監 事 八 木 誠 二 松山市平井町１００６番地

〃 曽 根 哲 也 松山市平井町１６１６番地

〃 市 川 恒 夫 松山市平井町２４０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 � 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 仙 波 信 雄 松山市平井町２９８１番地

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 三 上 正 人 松山市平井町１５４２番地

〃 仙 波 � 三 松山市平井町１２２番地

〃 仙 波 正 幸 松山市平井町１０３３番地

〃 � 市 祐 一 松山市平井町１０４８番地

〃 重 信 卓 夫 松山市平井町甲３６０番地

〃 河 本 和 憲 松山市平井町甲６６８番地１

〃 河 本 賢 司 松山市平井町５６３番地

〃 和 田 賢 治 松山市平井町２１５１番地３

〃 � 市 浩 之 松山市平井町１９８７番地１

監 事 � 市 和 幸 松山市平井町１４７４番地

〃 重 信 誠 也 松山市平井町６７２番地

〃 徳 永 幸 三 松山市平井町甲２０５３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 賢 尚 松山市余戸西１丁目５－３１

〃 武 市 美恵子 松山市余戸西６丁目１－５
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松山市和気浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市南高井土地改良区の定款の変更を認可した。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

�������
�愛媛県告示第３２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市平井町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

�������
�愛媛県告示第３２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市朝生田町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

�愛媛県告示第３２６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和７年４月１５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

�愛媛県告示第３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年４月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 公 英 松山市和気町１丁目２７５－１

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町２丁目１０１４

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町２丁目１０１９

〃 芳之内 準 松山市和気町２丁目９７０－１

〃 芳之内 克 暢 松山市和気町２丁目９７０－１

〃 須 賀 哲 二 松山市和気町１丁目１４５

〃 芳 野 資 大 松山市和気町１丁目２４１

〃 芳 野 克 � 松山市和気町１丁目１９６

監 事 芳 野 英 治 松山市和気町１丁目１９７

〃 芳 野 紀 由 松山市和気町１丁目１９５－６

〃 芳 野 光 男 松山市和気町１丁目１９３－４

〃 芳 野 惠 三 松山市和気町２丁目１０１９

〃 芳 野 公 英 松山市和気町１丁目２７５－１

〃 芳之内 準 松山市和気町２丁目９７０－１

監 事 芳 野 英 治 松山市和気町１丁目１９７

〃 � 岡 英 俊 松山市辰巳町７－３５

〃 芳 野 光 男 松山市和気町１丁目１９３－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 紀 由 松山市和気町１丁目１９５－６

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町２丁目１０１４

〃 芳 野 資 大 松山市和気町１丁目２４１

〃 芳 野 克 � 松山市和気町１丁目１９６

〃 河 内 正 利 松山市和気町２丁目１０３３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

７中局建（開）第１号

令和７年４月４日
伊予郡松前町大字中川原字木下４９５番１

伊予郡松前町大字中川原９６６番地２

� 森 純 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡鬼北町大字国遠６６２番２から

同町大字国遠６９９番２まで

旧 ５．４～６３．７ １．０７４

一部廃止

新 ０ ０



愛 媛 県 報令和７年４月１５日 第６０１号

３４３

公営企業告示

�愛媛県公営企業告示第４号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の徴収の事務を次のとおり委託した。

令和７年４月１５日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立病院未収金の回収の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

弁護士法人 一番町綜合法律事務所

東京都千代田区紀尾井町３番１２号紀尾井町ビル

３ 委託期間

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和７年４月１５日 発行


